
ハエ•蚊駆除の 
薬剤散布を行います 

市では6〜8月の各月ごとに津波浸水 

地区において、ハエ•蚊駆除の薬剤散布 

を実施します。地区の皆様にはご迷惑を 

おかけしますが、ご協力をお願いします。 

【散布地区】 

• 6号ノ彳イ/ \°ス東側の津波浸水地区 

「光陽地区」、「尾浜•原釜地区」、「和田• 

岩子•南飯渕地区」、「新田•程田•柏崎 

地区」、「曰下石地区」、「磯部•蒲庭•柚 

木地区」など 

【散布作業日程予定】 

順次散布予定（天候により変更あり） 

• 6月（6/7〜実施中） 

• 7 月（7/4 〜） V S 月（8/1〜） 

•問い合わせ先 

生 活 環 境 課 O 37 - 2143) 
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相馬市民憲章 

1.美しい相馬の海と山とを、うたいつぐふるさ 
とのうたと共に、あすのくらしにのこそう。 

1.報徳の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず 
豊かな相馬をきずこう。 

1.ふるきをたずね、新しい相馬のまちづくりに 
一人一人の力をかたむけよう。 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
雇
用 

が
れ
き
処
理
作
業
員
を
募
集
し
て
い
ま
す 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
を
対 

象
に
、
被
災
し
た
地
域
の
が
れ
き
、 

汚
泥
撤
去
な
ど
の
作
業
員
を
市
内 

業
者
が
募
集
し
て
い
ま
す
。 

作
業
内
容
は
被
災
地
域
の
手
作 

業
に
よ
る
が
れ
き
撤
去
、
汚
泥
撤 

去
お
よ
び
被
災
家
屋
の
取
り
壊
し 

の
補
助
作
業
な
ど
で
す
。 

攀
雇
用
条
件 

©
相
馬
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い 

る
方
で
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災 

し
離
職
ま
た
は
解
雇
さ
れ
、
現
在 

無
職
と
な
つ
て
い
る
方 

©
相
馬
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い 

る
方
で
、
東
日
本
大
震
災
後
に
採 

用
取
り
消
し
と
な
つ
た
方 

•
賃
金 

1
曰
当
た
り
1
0
、
7
0
0
円 

※
実
際
に
支
給
さ
れ
る
賃
金
は
各 

社
会
保
険
料
、
所
得
税
な
ど
が 

控
除
さ
れ
ま
す
。 

※
詳
し
く
は
各
雇
用
業
者
に
お
尋 

ね
く
だ
さ
い
。 

•
雇
用
業
者•

問
い
合
わ
せ
先 

•
中
村
土
木
(
»
)
中
野
字
寺
前
4 

4
0
-

(

s
3
6
7
1
3
1)

 

•
草
野
建
設g

程
田
字
形
部
田 

2
6 

(

Q
化
1
6
6
6)

 

•
松
下
建
設g

中
村
字
桜
ヶ
丘 

1
6
9 

(

S
3
6
1
5
3
1)

 

•
g

セ
イ
ユ
丨
建
設
中
野
字
寺 

前
4 

5 
9 

s
3
6 
〇
3 
5 
6
} 

市
役
所
の
関
庁
曰
程
が 

変
わ
り
ま
す 

市
役
所
は
3
月
1
1
日
の
震
災
以 

降
、
こ
れ
ま
で
毎
曰
開
庁
し
て
き 

ま
し
た
が
、
6
月
1
9
日
の
曰
曜
日 

ょ
り
毎
日
曜
日
を
閉
庁
と
し
、
業 

務
を
行
わ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す 

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
土
曜
•
祝
祭
日
は
当
面 

開
庁
を
継
続
し
、
業
務
を
行
い
ま 

※
土
曜
•
祝
祭
日
の
開
庁
時
間
は
、 

平
日
の
開
庁
時
間(

8
時
3
0
分 

〜

1
7
時
1
5
分)

と
同
じ
で
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
総
務
課(

S 

3
7
2 
1
1 
6)
 

市
税
な
ど
口
座
振
替
停
止 

手
続
き 

被
災
に
よ
り
口
座
振
替
が
困
難 

な
た
め
衲
付
書
で
市
税
な
ど
を
衲 

付
さ
れ
た
い
方
は
、
口
座
振
替
停 

止
手
続
き
を
税
務
課
窓
口
に
て
至 

急
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。 

摩
持
参
品
身
分
証
明
書
•
印 

か
ん(

認
印
で
結
構
で
す
。
通
帳 

印
で
は
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん)

 

•
問
い
合
わ
せ
先
税
務
課
収
訥 

係(

S
m
2
1
2
9)

 

d
v
の
女
性
相
談
窓
口
を 

ご
利
用
く
だ
さ
い 

市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に 

安
心
で
き
る
社
会
生
活
を
提
供
す 

る
た
め
、
D
V
の
女
性
相
談
窓
口 

を
設
置
し
て
い
ま
す
。 

配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
密
な
関 

係
に
あ
る
パ
^—

ト
ナ
-—

か
ら
の
暴 

力
に
あ
つ
て
い
る
方
は
、
ひ
と
り 

で
悩
み
や
不
安
を
抱
え
込
ま
ず
に
、 

ど
ぅ
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

面
接
の
際
は
女
性
職
員
が
個
室 

で
相
談
に
応
じ
、
秘
密
は
厳
守
し 

ま
す
。 

•
相
談
窓
口
社
会
福
祉
課(

市 

役
所
分
庁
舎
ー
階)

 

•
相
談
日
時
月
曜
日
か
ら
金
曜 

日
の
8
時
3
0
分〜

"
時
1
5
分 

※
祝
日
、
年
末
年
始
の
休
み
を
除 

く 
•
相
談
方
法
電
話
ま
た
は
面
談 

に
よ
る
相
談 

•
相
談
員
女
性
相
談
員
ま
た
は 

女
性
職
員
が
対
応 

•
弁
護
士
相
談
法
律
的
な
助 

言
•
指
導
が
必
要
な
場
合
は
、
2 

回
ま
で
弁
護
士
に
無
料
で
相
談
す 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
社
会
福
祉
課 

(

s
3
7
2
1
7
2)

 



【受付期間】 

6月 1 5日〜 9月 3 0日 

日曜日を除く 8 ： 3 0〜17 ： 00 

※通常窓口の受付は当分の間 

行います。 

ご家族やお知り合いで該当する 

方がいらっしゃれば、申請方法 

についてお伝えください。 
v ノ 

H23. 6 . 1 5広報そうま© 

連絡不通者を探しています 
市では、震災後に連絡の取れていない方の 

安否を確認しています。 

ご家族、ご親戚、あるいは友人、職場の同 

僚などで、しヽまだ確認がとれていなしヽ方がお 

りましたら情報をお寄せください。 

春 連 絡 先 健 康 福 祉 課 Q 3 7 - 2 1 9 2 

FAX 3 7 - 2 6 1 2 

つ
き
一
枚
.
化
歳
未
満
の
方
は
代 

理
人
分)

 

(
3
)
身
分
が
証
明
で
き
る
も
の(

免 

許
証
、
保
険
証
、
学
生
証
な
ど
の 

コ
ピ
j)

 

®
り
災
証
明
書
の
コ
ピ
} 

※
^
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、 

保
護
者
の
方
に
代
理
人
と
な
っ 

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
代
理 

人
の
方
の
身
分
が
証
明
で
き
る 

も
の
と
代
理
人
の
債
権
者
登
録 

申
請
書
を
併
せ
て
お
送
り
く
だ 

さ
い
。 

※
詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
 ̂

^
へ
丨 

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

•
市
ホ
^—

ム
ぺ
-~

ジhttp://
 

w
w
w
.
c
i
t
y
.
s
o
m
a
.
r
u
k
u
s
h
i
m
a
.
i
p
 

•
郵
送
先 

〒
9
7
6
- 
8
6
〇 

1
中
村
字
大
手
先
ー
3
番
地 

相
馬
市
役
所
財
政
課
生
活
支
援 

金
担
当
宛 

_
問
い
合
わ
せ
先
財
政
課(

S 

3
7
2 

1 

2 

3)
 

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
制
限
を
受
け
て
い
る
方
で
、 

住
宅
な
ど
に
被
害
が
あ
つ
た
方
へ 

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
制
限
を 

受
け
て
い
る
方(

一
部
支
給
•
全 

部
停
止
の
方)

が
次
に
該
当
す
る 

場
合
に
は
、
所
得
制
限
が
除
外
さ 

れ
、
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の
全 

額
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き 

ま
す
。 

た
だ
し
、
平
成
m
年
の
所
得
が 

所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
た
場
合 

は
、
所
得
制
限
を
除
外
し
て
支
給 

さ
れ
た
手
当
を
返
還
し
て
い
た
だ 

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

•
対
象
と
な
る
方 

災
害
に
よ
り
、
受
給
者
ま
た
は 

扶
養
義
務
者(

同
居
し
て
い
る
父 

母•

祖
父
母•

子
•
兄
弟
な
ど)

 

の
所
有
す
る
住
宅
、
財
産
な
ど
に 

つ
い
て
、
被
害
金
額(

保
険
金
、 

損
害
賠
償
な
ど
に
よ
り
補
究
さ
れ 

た
金
額
を
除
く)

が
そ
の
価
格
の 

2
分
の
ー
以
上
の
損
害
を
受
け
た 

方 

《

対
象
例》

 

•
住
宅
が
り
災
証
明
書
に
よ
り
全 

壊
、
大
規
模
半
壊
ま
た
は
半
壊
と 

判
定
さ
れ
た
方 

•
日
常
生
活
に
必
要
な
家
具
、
車 

両
な
ど
が
購
入
時
の
価
格
の
2
分 

の
ー
以
上
の
損
害
を
受
け
た
方 

•
主
た
る
生
計
の
た
め
に
使
用
し 

て
い
た
田
畑
、
建
物
、
機
械
、
漁 

船
な
ど
が
そ
の
価
格
の
2
分
の
1 

以
上
の
損
害
を
受
け
た
方 

•
対
象
と
な
る
期
間 

平
成S

年
3
月
分
か
ら
平
成
M 

年
7
月
分
ま
で
の
手
当 

•
申
請
に
必
要
な
も
の 

•
り
災
証
明
書
ま
た
は
損
害
状
況 

が
わ
か
る
も
の(

廃
車
の
証
明
書
_ 

修
繕
の
見
積
書
な
ど)

•
印
か
ん 

•
児
童
扶
養
手
当
被
災
状
況
書 

(

社
会
福
祉
課
窓
口
で
記
入
し
て 

い
た
だ
き
ま
す)

 

•
問
い
合
わ
せ
先
社
会
福
祉
課 

児
童
家
庭
係(

s
刃
2
2
0
4)

 

被
災
者
生
活
支
援
金
の
代
理
申
請
お
よ
び 

郵
送
申
請
を
始
め
ま
す 

市
で
は
、
被
災
者
生
活
支
援
金(

|

人
あ
た
り
3
0
、
o
o
o
円)

に 

つ
い
て
、
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
に
対
し
て
代
理
申
請
お
よ
び
郵
送
申 

請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。 

な
お
、
被
災
者
生
活
支
援
金
の
対
象
要
件(

3
月
1
1
日
時
点
で
住
民
登 

録
を
し
て
い
て
、
住
居
の
リ
災
証
明
が
半
壊
以
上
の
方)

に
変
更
は
あ
リ 

ま
せ
ん
。 

代
理
申
請 

•
対
象
者 

•
病
院
な
ど
の
施
設
に
入
院
.
入 

所
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
申
請 

に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
方 

•
寝
た
き
り
の
方
や
、
障
が
い
が 

あ
つ
て
申
請
に
来
る
こ
と
が
で
き 

な
い
方 

•
申
請
方
法 

ご
家
族
の
方
が
代
理
人
と
な
り
、 

市
財
政
課(

庁
舎
3
階)

に
て
申 

Si

し
て
く
だ
さ
い
。 

•
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の 

©
ご
本
人
の
身
分
が
証
明
で
き
る 

も
の(

障
害
者
手
帳
や
介
護
保
険 

証
な
ど)

 

®

代
理
人
の
印
か
ん
と
、
身
分
が 

証
明
で
き
る
も
の(

免
許
証
な 

ど)
 

©
り
災
証
明
書
の
コ
ピ
I 

※
人
院
.
入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
、 

そ
の
施
設
の
利
用
状
況
が
わ
か 

る
も
の
。(

領
収
書
や
入
院
時 

に
病
院
へ
提
出
し
た
書
類
の
控 

え
な
ど)

 

※
寝
た
き
り
の
方
で
要
介
護
認
定 

を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
介
護 

サ
丨
ビ
ス
の
利
用
明
細
書
な
ど 

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

郵
送
申
請 

•
対
象
者 

市
外
に
お
住
ま
い
で
申
請
に
来 

る
こ
と
が
で
き
な
い
方 

•
申
請
方
法 

「

生
活
支
援
金
等
交
付
申
請 

書」

な
ど
を
市
の
ホ
^ 5

ぺ
^—

ジ 

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
丨
ド
し
て
ご
記
入 

の
ぅ
え
、
必
要
書
類
と
一
緒
に
お 

送
り
く
だ
さ
い
。 

•
必
要
書
類 

©

生
活
支
援
金
等
交
付
申
請
書 

(

一
人
に
つ
き
一
枚)

 

®

債
権
者
登
録
申
請
書(

一
人
に 
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放射線と健康影響に関する 
説明会を関催します 

市では、放射線について正しく理解し、対処方 

法を身につけることを目的として、東京大学医科 

学研究所から講師を招いて説明会を開催します。 

【説明会開催日程】 

開催日 閧催時間 場 所 

6月20日（月） 18時30分 山上小学校体育館 

6月25日（土) 
13時 飯豊小学校体育館

K 

6月25日（土) 
16時 はまなす館 

6月26日（曰） 

10時 東部公民館 

6月26日（曰） 13時 八幡小学校体育館 6月26日（曰） 

16時 磯部小学校多目的ホール
x 

6月27曰(月) 18時30分 大野小学校体育館 

※場所が変更になっていますので、ご注意ください。 

•問い合わせ先企画政策課( Q 37 - 2132) 

0 広 報 そ う ま H 2 3 . 6.15 

【公民館連絡先】 

中央公民館 S 37-2197 

東部公民館 S 38-8105 

大野公民館 a 35-2326 

飯豊公民館 S 35-2409 

八幡公民館 S 35-2408 

山上公民館 S 32-5009 

日立木公民館 S 35-2901 

玉野公民館 0 34-2001 

市
民
プ
丨
ル 

7
月
1
4
曰
オ
丨
プ
ン 

•
利
用
期
間
7
月
1
4
日(

木)
 

〜

8
月
M
日(

水)
 

•
利
用
時
間 

•
午
前
の
部
=
9
時〜

1
2
時 

•
午
後
の
部
=
1
3
時〜

比
時 

•
夜
間
の
部
=
1
7
時〜

沈
時 

※
夜
間
の
部
の
利
用
は
、
7
月
洗 

日(

火)

か
ら
8
月
M
日(

水)
 

ま
で
と
な
り
ま
す
。 

攀
プ
丨
ル
の
使
用
料 

•
小
.
中
学
生
=
1
人
1
回§

円 

(

回
数
券
6
回
券=

§

円)
 

•
高
校
生
以
上
=
1
人
1
回§

円 

(

回
数
券
6
回
券
=
1
、
o
o
o 

円)
 

•
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
1
=
1
回
扣
円 

※
小
学
校
に
入
学
前
の
未
就
学
児 

の
使
用
料
は
無
料
と
な
り
ま
す
。 

た
だ
し
、
成
人
の
付
添
人
同
伴 

と
し
ま
す
。
付
添
人
の
使
用
料 

は
高
校
生
以
上
の
使
用
料
と
な 

り
ま
す
。 

•
留
意
事
項
•
雨
天
の
場
合
、 

ま
た
は
外
気
温
と
水
温
の
合
計
が 

牝
度
以
下
の
場
合
は
、
ご
利
用
に 

な
れ
ま
せ
ん
。
•
小
中
学
生
の
ご 

利
用
に
つ
い
て
は
、
ご
家
族
で
よ 

く
話
し
合
い
さ
れ
た
上
で
ご
利
用 

く
だ
さ
い
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
ス
ポ
丨
ツ
振 

興
課(

6
3
3
7
2
2
7
8) 

図
書
館
の
関
館
時
間
が 

変
わ
り
ま
す 

7
月
1
日(

金)

か
ら
、
図
書 

館
の
開
館
終
了
時
間
が
1
9
時
と
な 

り
ま
す
。 

年
9
月
3
0
日
ま
で
に
接
種
し
て 

く
だ
さ
い
。 

•
接
種
期
間
平
成
2
4
年
3
月
 ̂

日
ま
で 

•
問
い
合
わ
せ
先
保
健
セ
ン 

タ
1(

s
%
4
4
7
7)

 

公
民
館
教
室
を 

|

部
閲
始
し
ま
す 

各
公
民
館
で
は
、
東
日
本
大
震 

災
に
よ
り
延
期
し
て
い
た
平
成
？3

 

年
度
各
種
教
室
な
ど
の
一
部
に
つ 

い
て
、
6
月
か
ら
募
集
を
開
始
し 

ま
す
。
詳
し
く
は
各
地
区
公
民
館 

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
磯
部
公
民
館
で
開
催
し 

て
い
た
教
室
な
ど
に
つ
い
て
は
、 

会
場
の
見
通
し
が
立
つ
ま
で
当
面 

募
集
を
見
合
わ
せ
ま
す
。 

な
お
、
今
回
の
震
災
で
貸
出
さ 

れ
て
い
た
図
書
資
料
が
流
失
さ
れ 

た
方
は
、
図
書
館
ま
で
お
知
ら
せ 

く
だ
さ
い
。 

•
開
館
時
間 

•
平
日
=
1
0
時〜

1
9
時 

•
土
日
祝
日
=
1
0
時〜

1
7
時 

※
学
習
室
は
9
時
か
ら
利
用
で
き 

ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
図
書
館(

S 

3
7
2
6
3
0) 

お
気
軽
に
ど
ぅ
ぞ 

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で|

休
み
の
会 

福
島
県
立
医
科
大
学
心
の
ケ
ア 

チ
丨
-；

I

で
は
、
被
災
者
へ
の
心
の 

ケ
ア
活
動
と
し
て「

ち
ょ
つ
と
こ 

こ
で
一
休
み
の
会」

を
開
催
し
ま 

す
。 ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

お
茶
を
準
備
し
て
お
待
ち
し
て
い 

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
い
ら
し
て 

く
だ
さ
い
。 

•
開
催
日
毎
週
土
曜
日 

•
時
間
扣
時
卻
分〜

^
時 

•
場
所
保
健
セ
ン
タ
丨 

•
内
容
•
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
方 

法
の
練
習
•
趣
味
講
座
な
ど
の
開 

催
な
ど 

※
ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
個
別
に
お 

話
を
伺
い
ま
す
。 

※
お
子
さ
ん
も
ご
一
緒
に
ど
ぅ
ぞ
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
保
健
セ
ン 

タ 
I 

(

S
3
5
4
4
7
7)

 

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン 

接
種
費
用
を
助
成 

市
で
は
、
子
宮
頸
が
ん
予
防(

H 

P
V)
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
費
用
を 

全
額
助
成
し
て
い
ま
す
。 

た
だ
し
、
こ
の
予
防
接
種
は
、 

予
防
接
種
法
で
接
種
を
義
務
付
け 

ら
れ
た
定
期
の
予
防
接
種
で
は
な 

く
、
任
意
の
予
防
接
種
で
す
。
か 

か
り
つ
け
医
と
ご
相
談
の
上
、
効 

果
.
副
作
用
な
ど
を
十
分
に
ご
理 

解
し
た
上
で
、
個
人
の
判
断
で
接 

種
し
て
く
だ
さ
い
。 

•
対
象
者 

(
!
)
中
学
ー
年
生
か
ら
高
校
1
年
生 

相
当
の
女
性(

平
成
7
年
4
月
2 

曰〜

平
成
1
1
年
4
月
1
日
生)

 

®

高
校
2
年
生
相
当(

平
成
6
年 

4
月
2
日〜

平
成
7
年
4
月
1
日 

生)

の
ぅ
ち
、
平
成
2
2
年
度
中
に 

接
種
の
意
志
が
あ
っ
た
に
も
か
か 

わ
ら
ず
、
接
種
で
き
な
か
っ
た
女 

性 ※
中
学
1
年
生
の
女
性
お
よ
び
高 

校
2
年
生
相
当
で
平
成
m
年
度 

中
に
1
回
も
接
種
で
き
な
か
っ 

た
女
性
に
は
、
個
人
通
知
し
ま 

し
た
。 

•
接
種
回
数(

3
回
接
種)

 

•
1
回
目 

•
2
回
目
=
1
回
目
の
1
力
月
後 

•
3
回
目
=
1
回
目
の
6
力
月
後 

※
遅
く
て
も
ー
回
目
は
、
平
成
M 



津波で流出した写真や位牌を公開しています 

ぜひご覧いたたき、思い出の品をお持ち帰りください 

今回の津波により流出した写真アルバムや書籍、 

位牌などを公開し、持ち主の方に引き渡していま 

す。 

自衛隊や警察、消防団の皆さんに被災地から拾 

い集めていただいた品を、できるだけきれいな状 

態にして公開しています。 

ぜひご覧いただき、思い出の品をお持ち帰りく 

ださい。 

• 公 開 場 所 

旧相馬女子高校（中村字川原町） 

攀 公 開 時 間 

10時〜15時（土日•祝日も公開しています） 

春問い合わせ先災害ボランティアセンター 

(S 36-7827 . 36-7942) 

武 藤 稔 さ ん 

一枚でも多くの思い出を 

手元に残してもらえれば 

福岡県久留米市の武藤稔さん 

は、 4月 2 2日から 6月 2日まで 

の42日間、相馬市で災害復興ボ 

ランティアとして、主に被災地か 

ら回収された写真の洗浄作業に従 

事されました。 

数多くの写真や位牌などの品々 

が、被災地から洗浄作業場となっている旧相馬女子高校 

へ集められます。 

それらの品物をひとつひとつ丁寧に洗浄し、来場者が 

探しやすいように並べていきます。 

武藤さんは「被災地から集まった写真は、どれも楽 

しい時のものなど大切な思い出の品。1枚でも多く手元 

に残してもらえれば。そのためにも洗ってきれいにして、 

見つけやすくしたい」と活動への思いを述べました。 

「写真を1枚でも見つけたくて、何度も足を運ぶ方も 

います。なかなか見つからないというお話をいただいた 

ときは、まだ洗浄していない写真の束を見てもらうんで 

す。まだこんなにあるんだから、きっと見つかるから安 

心して、という気持ちを込めて」 

旧相馬女子高校の写真展示の様子 

H23. 6.15広報そうま© 

福
島
県
環
境
創
造
資
金
融 

資
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す 

県
で
は
、
中
小
企
業
者
が
行
う 

環
境
保
全
の
た
め
の
施
設
な
ど
の 

設
置•

改
善
や
工
場
•
事
業
場
の 

移
転
、
廃
棄
物
の
処
理
の
た
め
の 

施
設
の
設
置
•
改
善
な
ど
に
必
要 

な
資
金
を
、
県
の
あ
っ
せ
ん
に
よ 

り
取
扱
金
融
機
関
を
通
じ
て
融
資 

す
る
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

•
対
象 

•
県
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
場
を 

有
し
、
引
き
続
き
同
一
の
事
業
を 

1
年
以
上
営
ん
で
い
る
中
小
企
業 

者 •
組
合
ま
た
は
農
業
を
営
む
方
で
、 

自
己
資
金
の
み
で
は
環
境
保
全
施 

設
な
ど
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
困 

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方 

※
融
資
の
あ
っ
せ
ん
の
申
込
み
前|

 

に
、
融
資
を
受
け
て
整
備
し
よ 

う
と
す
る
環
境
保
全
施
設
な
ど 

の
整
備
事
業
に
着
手
し
て
い
る 

と
き
は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。 

※
資
金
の
使
途
、
融
資
条
件
な
ど 

に
つ
い
て
は
、
県
の
ホ
^
—
 ̂

ぺ
丨
ジ「

ふ
く
し
ま
の
環
境」

 

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

•
申
込
期
限
1
2
月
“
日(

木)
 

•
問
い
合
わ
せ
先
•
相
双
地 

方
振
興
局
環
境
課(

S
况
1
2
3 

7)
 

•
県
庁
環
境
共
生
課(

s
o 

漏
水
調
査
協
力
の
お
願
い 

相
馬
地
方
広
域
水
道
企
業
団
で 

は
、
震
災
に
よ
る
水
道
管
の
漏
水 

を
発
見
す
る
た
め
、
相
馬
市
内
の 

漏
水
調
査
を
実
施
し
ま
す
。 

こ
の
調
査
は
、
水
道
企
業
団
が 

委
託
し
た
調
査
員
が
、
水
道
メ
丨 

タ
丨
や
止
水
栓
な
ど
の
位
置
で
漏 

水
音
が
発
生
し
て
い
る
か
ど
ぅ
か 

を
確
認
す
る
も
の
で
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
調
査
の
た
め 

敷
地
内
に
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り 

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し 

ま
す
。 

な
お
、
調
査
員
は
水
道
企
業
団 

発
行
の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て 

い
ま
す
。 

•
委
託
業
者
フ
ジ
地
中
情
報
脚 

東
北
支
店 

•
調
査
期
間
6
月
2
0
日〜

1
0
月 

3
日 

•
調
査
対
象
区
域
相
馬
市
一
円 

(

山
上
、
玉
野
地
区
を
除
く)

 

•
問
い
合
わ
せ
先
相
馬
地
方
広 

域
水
道
企
業
団
施
設
課
施
設
管
理 

係(

s
%
6
7
3
6)

 

2 

4 

5
2 

1 

7 

2 

4 

8
. 



免除の理由 必要書類 

©住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ず 
る被災をした方 

リ災証明書 

©主たる生計維持者が死亡または重大な心 
身障害を受け、または長期間入院したこと 
によリ、収入が著しく減少した方 

•死亡=死亡診断書（死体検案書） 
•重大な心身障害、長期間入院=診断書など 
(一ヶ月以上の治療を有する場合） 

©主たる生計維持者の行方が不明である方 
警察などに行方不明者に係る届出をしてい 
ることが確認できるもの 

©主たる生計維持者が業務を廃止し、また 
は休止した方 

税務署に提出した廃業届など 
(詳しくは税務署にお尋ねください） 

©主たる生計維持者が失職し、現在収入が 
ない方 

雇用保険受給資格者証など 
(雇用保険受給中は対象となりません） 

®福島原発事故による避難指示地域の住民 
であった方 

住民粟の写し（避難指示地域に住所があつ 
たことが確認できるもの） 

©福島原発事故による計画的避難区域また 
は緊急時避難準備区域の住民であった方 

住民粟の写し（計画的避難区域または緊急 
時避難準備区域に住所があつたことが確認 
できるもの） 

※必要書類がそろえられない方は、その旨を申し出てください。 

0 広 報 そ う ま H 2 3 . 6.15 

受付は6月 1 5日〜 6月 3 0日 

(日曜日を除く）となります。 

都合によリ、この期間に申請 

できない方はご連絡ください。 

•

上
表
®
に
該
当
さ
れ
る
方
の
ぅ
ち
、
相
馬
市
が
発
行
し 

た
り
災
証
明
書(

全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半
壊
に
限
る)

 

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
申
請
が
な
く
て
も
認
定
証 

を
発
行
し
ま
す
。
ま
だ
、
り
災
証
明
書
の
申
請
を
さ
れ
て 

い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

•
他
の
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
で
も
上
表
に
該
当
す 

る
場
合
は
、
免
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。 

•
住
所
と
今
い
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
場
合
は
、
健
康
福
祉 

課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

.
認
定
証
の
発
行
は
、
後
日
に
な
り
ま
す
。 

®

対

象

者

相

馬

市

に

住

所

を

有

J 

す
る
介
護
保
険
被
保
険
者
で
、
介
B
r
o
j
l
p、

：
 

護
認
定
を
受
け
て
い
る
方 

如
ま
申
、
さ 

•
受
付
場
所
市
役
所
健
康
福
祉
月
“
取
；
 ̂

課(

1
階
会
計
課
と
な
り) 

M

と

期

絡 

•
受
付
日
程
6
月
1
5
曰〜

6
月
日
}
の
^
! 

3
0
日(

日
曜
日
を
除
く
。
都
合
に
1
5
M
こ
い 

よ
り
こ
の
期
間
に
受
付
で
き
な
い
月
を
リ
方 

方
は
、
健
康
福
祉
課
に
申
し
出
て
“
B
i
a
。
5
:
l 

く
だ
さ
い) 

付

日

合

き 

雲
付
時
間
0
0
時
3
0
分〜

1
7
時
受
€
都
で 

15 
分 

3 

今
回
の
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
方
は
、
介
護
サ
丨
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
に
介
護 

事
業
所
に
被
災
し
た
旨
を
申
し
出
る
と
、
サ
丨
ビ
ス
利
用
料(

I

割
の
自
己
負
担
分)

が
6
月
如
曰
ま
で
免
除
さ 

れ
ま
す
。
7
月
1
日
か
ら
は
、
市
が
発
行
す
る
介
護
保
険
利
用
者
負
担
額
減
額
•
免
除
認
定
証
を
介
護
事
業
所
に 

提
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
平
成
^
;
年
2
月
2
9
日
ま
で
免
除
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
認
定
証
を
提
示
し
な
い
と
、
自 

己
負
担
が
か
か
り
ま
す
。 

次
の
と
お
リ
介
護
保
険
利
用
者
負
担
額
減
額
.
免
除
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
、
必
要 

書
類
と
印
か
ん
を
持
つ
て
市
役
所
健
康
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

支
払
っ
て
し
ま
っ
た 

利
用
料
を
返
還
し
ま
す 

利
用
料
の
免
除
対
象
と
な
る 

方
で
、
震
災
か
ら
6
月
3
0
日
ま
で
、 

介
護
事
業
所
に
利
用
料
を
支
払
つ 

た
場
合
は
、
そ
の
額
を
返
還
し
ま 

す
の
で
、
健
康
福
祉
課
に
申
請
し 

て
く
だ
さ
い
。 

•
持
参
す
る
も
の
•
領
収
書
• 

印
か
ん
•
本
人
の
通
帳(

領
収
書 

を
な
く
さ
れ
た
方
は
、
介
護
事
業 

所
か
ら
支
払
証
明
書
を
再
発
行
し 

て
も
ら
つ
て
き
て
く
だ
さ
い)

 

施
設
サ
丨
ビ
ス
を
利
用
し
た
方
に 

食
費•

居
住
費
の
自
己
負
担
分
が
補
助
さ
れ
ま
す 

利
用
料
の
免
除
対
象
と
な
る
方 

で
、|

辰
災
か
ら
8
月
M
日
ま
で
の 

間
に
介
護
施
設(

特
別
養
護
老
人 

ホ
丨
.r

老
人
保
健
施
設
な
ど
。 

シ
ヨ
^—

ト
ス
テ
イ
を
含
む)

サ
^~

 

ビ
ス
を
利
用
し
た
方
に
は
、
食
費 

お
よ
び
居
住
費
の
自
己
負
担
額
が 

補
助
さ
れ
ま
す
。 

該
当
さ
れ
る
方
は
、
認
定
証
を 

発
行
し
ま
す
の
で
、
被
保
険
者 

証
、
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定 

証(

お
持
ち
の
場
合)

を
持
っ
て
、 

健
康
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ 

r
 o
 

し ※
相
馬
市
が
発
行
し
た
り
災
証
明 

書(
全
壊
、
大
規
模
半
壊
、
半 

壊
に
限
る)

の
交
付
を
受
け
て 

い
る
方
は
、
申
請
が
な
く
て
も 

認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。 

免
除
対
象
と
な
る
方
が
、
7
月 

1
日
か
ら
8
月
M
日
ま
で
介
護
施 

設
を
利
用
し
た
場
合
は
、
施
設
に 

対
し
自
己
負
担
額
を
支
払
ぅ
必
要 

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

な
お
、
震
災
の
曰
以
降
す
で
に 

支
払
っ
た
食
費•

居
住
費
の
自
己 

負
担
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を 

返
還
し
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方 

は
、
領
収
書
、
印
か
ん
、
本
人
の 

通
帳
を
持
っ
て
市
役
所
健
康
福
祉 

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

介
護
保
険
利
用
者
負
担
額
減
免•

免
除
認
定
証
を
発
行
し
ま
す 

問
い
合
わ
せ
先 

健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係(

s
3
7
3
0
6
5)

 



3時30分〜15時30分 

：健センタ一 

| •筆記用具•運動の時（2, 3 , 5 , 6 , 

タオル1枚、シューズ（上履き） 

服装でご参加ください。 

料 

：囲を減らしてみたいと考えている方 

丨診および人間ドックの結果、腹囲が男 

女性9 0 cm以上で、生活習慣病の治療 

'方 

丨診および人間ドックの結果、B M Iが 

£習慣病の治療を受けていない方 

に該当する方は積極的にご参加くだ 

3名（申し込み多数の場合は先着順） 

月30曰（木）まで 

•わせ先 

保健センター（3 35 — 4477) 

H23. 6 . 1 5広報そうま@ 

健康ス"7— 卜教室を開催します 
肥満はメタボリックシンドロームへの入口であり、不規則な食生活や運 

動不足などの生活習慣の積み重ねで起こります。肥満予防のためには生活 

習慣を改善し、内臓脂肪を減らすことが大切です。 

この機会に生活習慣を振り返り、「健康でスマートなあなた」を目指し 

ませんか。下記の9回コースで教室を開催しますので、ぜひご参加くださし、。 

[コ ース内容】 

回 実施曰 内容 講師 

1 7月4曰（月） 
栄養講話『メタボ解消 
のために』 
腹囲•体重測定 

市栄養士 

2 7月11日（月） 
運動講話『ぽっこリ 
お腹解消のためには』 
実際に運動しよう 

健康運動指導士 

3 8月1曰（月） 実際に運動しよう 健康運動指導士 

4 8月29日（月） 
栄養講話『バランスよ 
く食べてメタボ解消』 

市栄養士 

5 9月12日（月） 実際に運動しよう 健康運動指導士 

6 10月24曰（月) 
実際に運動しよう 
腹囲•体重測定 

健康運動指導士 

7 10月31日（月） 
栄養講話『再確認！食 
事バランスと量』 

市栄養士 

8 11月14日(月） 実際に運動しよう 健康運動指導士 

9 12月12日（月） 
実際に運動しよう 
腹囲•体重測定 

健康運動指導士 

• 開催時間 1 : 

• 場 所 保 

•持参するもの 

8,9回目）は、 

※運動しやすい 

• 受 講 料 無 

參 対 象 

®この機会に腹 

•昨年の特定健 

性 8 5 cm以上、 

を受けていない 

@昨年の特定健 

25以上で、生? 

※特に©または 

さい。 

春募集定員31 
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国税に間する主要な税制上の捲置 

【税制上の指置】 

平成2 3年4月2 7日に震災特例法が施行され、こ 

のたびの震災により住宅や家財などに被害を受けられ 

た方にっきましては、下記のとおり特例指置が設けら 

れています。 

国税に関する 
主要な税制上の指置 

概 要 

申告•衲付など 
の期限延長 

平成23年3月11日以降に到来するす 
ベての国税の申告•衲付などの期限が 
延長されています。（平成23年5月現 

在の状況です） 

所得税の軽減 
または免除 

所得税法に定める雑損控除、または災 
害減免法に定める税金の軽減免除のど 
ちらか有利な方法で所得税の軽減•免 
除が受けられます。 

源泉所得税の 
徴収猶予•還付 

所得税の軽減または免除が受けられる 
方は、給与•公的年金•報酬料金に係 
る源泉所得税の徴収猶予や還付を受け 
ることができます。 

住宅借入金等 
特別控除の特例 

住宅借入金等特別控除の適用を受けて 
いた住宅に居住できなくなった場合で 
も、控除期間は、引き続き適用を受け 
ることができます。 

衲税の猶予 

財産に相当な損失を受けた方や国税を 
一時に衲付することが困難な方は、衲 
税の猶予を受けることができます。 

自動車重量税の 
還付•免除 

自動車が廃車となった場合の自動車重 
量税の特例還付や買換車両に係る自動 
車重量税の免除が受けられます。 

印紙税の非課税 

被災された方が作成する「消費貸借契 
約書」（金銭借用書)、「不動産譲渡契約 
書」、「建設工事請負契約書」の印紙税 
が非課税となります。 

【震災に伴う所得税の減免に関する個別相談】 

相馬税務署では、被災された方を対象とした所得税 

の減免についての個別相談を実施します。 

ご相談を希望される方は、事前予約が必要ですので、 

下記のとおり事前予約をお願いします。 

後日、相談に関する日時をご案内します。 

• 事 前 予 約 先 相 馬 税 務 署 ( S 36-3111) 

※自動音声案内に従って「2」を選択してください。 

【震災特例法、その他国税に関するお問い合わせ】 

參電話でのご相談 

相馬税務署（S 36 — 3111) 

※自動音声案内に従って「0」を選択してください。 

※6月末まで、土.日曜日も電話相談を受け付けて 

います。 

【税務署窓口でのご相談】 

事前にお電話（自動音声案内「2」を選択）のうえ、 

相談日時のご予約をお願いします。 

なお、ご予約の際に、お名前、ご住所、ご相談内容 

をお伺いします。 

• 問 い 合 わ せ 先 相 馬 税 務 署 ( S 36-3111) 
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《7月の健診•相談会など》 会
+
旦 場 保 健 セ ン タ ー （ S 35-4477) 

実施曰 受付時間 事 業 名 対 象 児 
7月1日（金） 12 ： 3〇〜13 ： 00 9〜10か月児健診 平 成 2 2 年 9 月 生 ま れ 
7月8日（金） 12 ：15 〜12 ： 45 3〜4か月児健診.BCG接種 平 成 2 3 年 3 月 生 ま れ 
7月12日（火） 9 ：15 〜 9 ： 40 1歳児むし歯予防教室 平 成 2 2 年 5 月 生 ま れ 
7月14日（木） 13 ： 00 〜13 ： 30 1歳6か月児健診 平成 2 1年 1 2月生まれ 
7月15日（金） 13 ： 3〇〜16 ： 30 a語相談会※ 就学前の幼児（予約制） 
7月19日（火） 9 ：15 〜9 ： 45 育児相談会 希望者（乳幼児） 
7月21日（木） 13 ： 0 0 — 1 3 ： 30 3歳児健診 平成2 0年3月生まれ 

※お子さんに、ことばが遅い、発音が気になるなど 

の心配がある場合は、専門の相談員が相談に応じます。 

定員が1回あたり3〜4人のため予約制となります。 

相談をご希望の方は、事前に保健センターにご連絡く 

ださい。 

• 申 込 • 問 い 合 わ せ 先 保 健 セ ン タ ー O 35-4477) 

休日当番医 

6月19曰（曰） やまぐち小児科医院 中村 一丁目 37-8815 

6月26曰（曰） 桜ケ丘さいとう整形外科 中村字桜ケ丘 35-1333 

7月3曰（曰） わたなベ内科_胃腸科 大曲字大毛内 26-5061 

7月10曰（曰） ふなばし内科クリニック 中村字塚田 35-1500 

※診療時間は9:00 ~16:00 

※救急医療病院は公立相馬総合病院（s 36-5101) 

相馬中央病院(S 36-6611) 

休日歯科当番医 

6月19日（日） わたなベ歯科クリニック|中村字新町 36-2345 

6月26曰（曰） 木 幡 歯 科 医 院 南相馬市鹿島区 46-2244 

7月3曰（曰） 渡 辺 歯 科 医 院 新地町小川 62-3155 

7月10曰（曰） 相 良 歯 科 医 院 南相馬市鹿島区 67-2525 

※診療時間は9:00 ~16:00 

東日本大震災での死亡者数など（6月6日現在） 

相馬市民の死亡者数 4 3 1 人 

相馬市民の行方不明者数 2 8 人 

避難所の避難者数（8力所） 5 8 9 人 

• 5月の3歳児健診で、むし歯のなかったお子さんは、 

1 6名でした。 

さとみさん _暴舂畚さん & さん ifn さん 

ヌんの あ ま ね ノ 

ii? さん 舍 石 耒 さ ん fei «冶さん 
い ず み か ず ま _ 

福田棄ft字さん 施4さん i i «泰さん 

矢采 S舎さん ^ 構 乾 さ ん 成田さわさん m さん 

みんな素晴らしいね、むし歯セ、ロ、歯磨き頑張ろ 

「 思 い や り 人 も 車 も 自 転 車 も 」 

相馬市内の交通事故発生状況 

発生件数 死者数 傷者数 

平 成 2 3 年 

5 月 
20 0 21 

累 計 

( 1 月 〜 ） 
65 0 74 

前 年 

同 月 比 
-20 0 -45 

総合福祉センター休館のお知らせ 

6 月 1 8 曰 （ 土 ） か ら 6 月 2 0日（月）まで、 

総合福祉センター「はまなす館」は、清掃のため 

全館（はまなすの湯、相馬市デイサービスセンター 

を含む）お休みします。 

•問い合わせ先 

総合福祉センタ- ( 0 3 6 - 1 9 0 5) 

_ 回5a總 

f策課〒 976"8601相馬市中村字大手先13 Ta 0244-37-2117 FAX0244-35-4196 

ホ一ムページ http://www.city.soma.fukushima.jp/ Eメ-ル info@city.soma.fukushima.jp 
H23. 6.15広報そうま@ 

n 

7月定例教育委員会開催 

傍聴を希望する方は、事前にお問い 

•わせください。 

• 日 時 7 月 5 日 （ 火 ） 1 3 時 3 0 分 

參 場 所 市 役 所 5 階 第 4 委 員 会 室 

春問い合わせ先 

教育部総務課（0 3 7 — 2 1 8 3) 
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